
       以       下       を       満       た       す       中       小       企       業       ま       た       は       個       人       事       業       主     

       【       対       象       と       な       る       事       業       者       】     

       続       き       は       裏       面       を       ご       覧       く       だ       さ       い     

       コ       コ     

       町       内       に       本       社       ・       主       た       る       事       業       所       、       ま       た       は       支       店       ・       営       業       所       が       あ       る       こ       と     
       町       内       の       事       業       所       で       常       時       使       用       す       る       従       業       員       （       雇       用       保       険       の       被       保       険       者       ）       を       １       名       以       上       雇       用       し       て       い       る       こ       と     

       （       中       小       企       業       基       本       法       第       ２       条       第       １       項       に       規       定       す       る       中       小       企       業       者       の       範       囲       で       事       業       を       営       む       も       の       ）     

       町       税       等       に       未       納       が       な       い       こ       と     
       過       去       に       補       助       事       業       等       の       不       正       受       給       処       分       を       受       け       て       い       な       い       こ       と     
       過       去       ５       年       間       に       重       大       な       法       令       違       反       等       が       な       い       こ       と     

       風       俗       営       業       等       の       規       制       及       び       業       務       の       適       正       化       等       に       関       す       る       法       律       に       規       定       す       る       「       性       風       俗       関       連       特       殊       営       業       」       
を       行       っ       て       い       な       い       こ       と     

       会       社       更       生       法       、       民       事       再       生       法       等       に       基       づ       く       再       生       ま       た       は       再       生       手       続       き       を       行       っ       て       い       る       者       で       は       な       い       こ       と     



       【       申       請       必       要       書       類       】     

       コ       コ     

       【       補       助       要       件       】     

       賃       上       げ       の       対       象       時       期     

       賃       上       げ       対       象       従       業       員     

       賃       上       げ       額     

       そ       の       他     

       【       様       式       第       １       号       、       ２       号       、       ３       号       に       関       し       て       は       町       H       P       よ       り       ダ       ウ       ン       ロ       ー       ド       く       だ       さ       い       】     

       【       申       請       先       】     
       西       会       津       町       役       場       商       工       観       光       課              商       工       観       光       係       ま       で     

       【       お       問       合       せ       先       】     

       詳       細       は       町       H       P       を       
ご       覧       く       だ       さ       い       。     

       町       内       事       業       所       に       勤       務       す       る       労       働       者       の       う       ち       、       雇       用       保       険       被       保       険       者     


